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施設機械工事関係書類一覧表（情報共有システム取扱対象の書類一覧） 

情報共有システムで扱う工事等関係書類については、下表に掲げる書類とする。 

【施設機械工事】 

作

成

時

期 

種

別 
No. 書類名称 書類作成の根拠 

情報共有

システム

取扱対象 

工
事
着
手
前 

工

事

書

類 

施

工

計

画 

1 
施工計画書 共通仕様書第１章

1-1-6 
○ 

2 

設計図書の照査確認資料 

（契約書 18 条第 1 項 1～5 号に

該当する事実があった場合） 共通仕様書第 1章

1-1-3 

○ 

3 

設計図書の照査確認資料 

（契約書 18 条第 1 項 1～5 号に

該当する事実がない場合） 

○ 

4 
工事測量結果（測量標及び多角

点設置） 

共通仕様書第 1章

1-1-49 
○ 

施

工

体

制 

5 
施工体制台帳  共通仕様書第 1章

1-1-17 
○ 

6 

再下請負通知書 工事請負契約書第

７条 

共通仕様書第 1章

1-1-16 

○ 

7 
施工体系図 共通仕様書第 1章

1-1-17 
○ 

承

諾

図

書 

8 

承諾図書 共通仕様書第 1章

1-1-8 
○ 

そ
の
他 

9 

再生資源利用計画書 共通仕様書第 1章

1-1-24 の 5 

 

○ 

10 

再生資源利用促進計画書 共通仕様書第 1章

1-1-24 の 7 

 

○ 
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施

工

中 

契

約

関

係

書

類 

修
補 

11 

修補完了報告書 工事請負契約書第

31 条 ▲ 

そ
の
他 

12 

部分使用承諾 工事請負契約書第

33 条 
▲ 

工事現場発生材報告書 共通仕様書第 1章

1-1-24 
○ 

工

事

書

類 

施

工

管

理 

13 
工事打合簿 共通仕様書第 1章

1-1-12 
○ 

14 
官公庁への手続等（許可等の写

し、交渉内容報告） 

共通仕様書第 1章

1-1-47 
○ 

15 

確認・立会依頼書 工事請負契約書第

14 条第 3項 

共通仕様書第 1章

1-1-26 の 1 

○ 

16 
施工段階確認簿 共通仕様書第 1章

1-1-26 の 6 
○ 

17 
材料承諾 共通仕様書第 2章

2-1-3 
○ 

18 
休日等作業届 共通仕様書第 1章

1-1-48 の 2 
○ 

安

全

管

理 

19 
安全・訓練等実施状況報告書 共通仕様書第 1章

1-1-38 の 12 
○ 

20 
事故発生状況報告書 共通仕様書第 1章

1-1-41 
▲ 

工

程

管

理 

21 

工事履行報告書 工事請負契約書第

11 条  

共通仕様書第 1章

1-1-35 

○ 

検 

査 
22 

出来形図 

出来形数量内訳書 

共通仕様書第 1章

1-1-32 の 2 
▲ 

そ 

の 

他 

23 
廃棄物管理票（ﾏﾆﾌｪｽﾄ） 共通仕様書第 1章

1-1-25 の 3 
▲ 

24 
搬出帳票（建設発生土） 共通仕様書第 1章

1-1-25 の 3 
▲ 
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工

事

完

成

時 

工
事
書
類 

25 

出来形管理図表 共通仕様書第 1章

1-1-34 の 10 ▲ 

26 
出来形数量 共通仕様書第 1章

1-1-27 の 2 
▲ 

27 
品質管理図表 共通仕様書第 1章

1-1-34 の 10,11 
▲ 

28 
工事材料品質証明書 共通仕様書第 1章

2-1-3 の 1 
▲ 

29 
工事写真 共通仕様書第 1章

1-1-34 の 10 
▲ 

30 

工事特性・創意工夫・社会 性等・

技術提案確認に関する実施状況 

共通仕様書第１章

1-1-56 

 

○ 

31 
完成図書及び施工図 共通仕様書第 1章

1-1-28 
▲ 

そ
の
他 

32 

報告書（建設ﾘｻｲｸﾙ法第 18 条） 建設工事に係る資

材の再資源化等に

関する法律第 18

条第 1項 

▲ 

33 
再生資源利用計画書（実施書） 共通仕様書第 1章

1-1-25 の 11 
○ 

34 
再生資源利用促進計画書（実施

書） 

共通仕様書第 1章

1-1-25 の 11 
○ 

 

（注） 

本表に記載のない書類は情報共有システムでの取扱いは対象外。 

提出物について、共通仕様書第 1章 1-1-2 の 29 により伝達された書類の紙による提出は不

要とする。 

情報共有システム取扱対象欄に「▲」表記のある書類は、打合簿に添付することで、情報

共有システムによる提出が可能な書類。 

 


